
　　　　　※共同住宅等・・・共同住宅，長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

　　　　　　申請手数料は，次のとおり申請区分に応じて算出した金額となります。

　　　　　　・申請単位　　A　　・・・　① ・申請単位　　D　　・・・　①＋②

　　　　　　・申請単位　　B　　・・・　①＋② ・申請単位　　E　　・・・　③

　　　　　　・申請単位　　C　　・・・　①＋②＋③ ・申請単位　　F　　・・・　③

第10条第２号
イ(1)及びロ(1)

第10条第２号
イ(2)及びロ(2)

第10条第１号
イ(1)及びロ(1)
(誘導基準Ａ)

標準入力法・主要室入力法

第10条第１号
イ(2)及びロ(2)
(誘導基準Ｂ)
モデル建物法

 200㎡未満 35,000 円 18,000 円

 200㎡以上 39,000 円 20,000 円

１ 5,000 円 39,000 円 20,000 円

２以上４以下 10,000 円 71,000 円 34,000 円

５以上15以下 21,000 円 118,000 円 59,000 円

16以上45以下のもの 46,000 円 201,000 円 106,000 円

46以上 83,000 円 288,000 円 160,000 円

300㎡未満 10,000 円

300㎡以上1,000㎡未満 17,000 円

1,000㎡以上2,000㎡未満 28,000 円

2,000㎡以上5,000㎡未満 83,000 円

5,000㎡以上10,000㎡未満 130,000 円

10,000㎡以上25,000㎡未満 165,000 円

25,000㎡以上 206,000 円

300㎡未満 10,000 円 233,000 円 89,000 円

300㎡以上1,000㎡未満 17,000 円 292,000 円 114,000 円

1,000㎡以上2,000㎡未満 28,000 円 377,000 円 150,000 円

2,000㎡以上5,000㎡未満 83,000 円 537,000 円 242,000 円

5,000㎡以上10,000㎡未満 130,000 円 662,000 円 316,000 円

10,000㎡以上25,000㎡未満 165,000 円 782,000 円 379,000 円

25,000㎡以上 206,000 円 892,000 円 445,000 円

※注意

 誘導基準適合証

 設計住宅性能評価書

 計画変更認定手数料

 軽微な変更に関する証
 明書交付申請手数料

③　非住宅部分

非住宅建築物又は複
合建築物の非住宅部
分に係るもの

　登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関により
法第35条第１項第１号に掲げる基準に適合することが証明されたもの

　日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級に係る評価が等級４に該当し，かつ，
一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級５に該当する場合（平成28年４月１日に
現に存する建築物の住宅部分については，同基準に定める一次エネルギー消費量等級
に係る評価が等級４又は等級５に該当する場合）に限る

184,000 円

287,000 円

368,000 円

　変更後の計画を当初の計画とみなした場合における手数料に1/2を乗じて得た額

　400円

513,000 円

 ■　申請単位

 ■　申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

440,000 円

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
手数料

　　　　　　　　　　(令和４年12月23日)

 誘導基準適合証
 又は設計住宅性
 能評価書の添付
 有り

誘導基準適合証又は設計住宅性能評価書の添付　無し
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

一戸建ての住宅 5,000 円

①　住棟の総戸数

共同住宅等及び複合
建築物の住宅に係る
もの

②　共用部分

共同住宅の建築物
全体に係るもの又は
複合建築物の建築物
全体に係るもの

112,000 円

141,000 円


